
分倍河原駅周辺地区のまちづくりに関する

オープンハウス

日時：3月 14日（金）午前10時～午後８時まで

3月 15日（土）午前10時～午後５時まで

場所：片町文化センター １階ロビー

（パネル展示会）

ハード面の

施策について

ソフト面の

施策について

昨年度から今年度
に取り組んだ

分倍河原駅周辺整備事業
の基本設計について
ご紹介します！

これまで皆様から
いただいたご意見を
踏まえて作成した

まちづくり誘導計画素案
をご紹介します！

分倍河原駅周辺地区のまちづくりは府中市
のホームページでもご覧になれます。右の二次
元コードか、下のＷＥＢ検索でご覧ください。

分倍河原駅周辺地区



分倍河原駅周辺地区の

まちづくりの経緯

ハード施策に係るもの…

①駅舎の改良

②人のための駅前広場の確保

③東西動線の整備

④南北の繋がりの強化

⑤分梅通りの歩行空間の改善

⑥市道４-139 号の歩行空間改善 など

ソフト施策に係るもの…

①駐輪スペース等の店前空間の確保

②自転車の押し歩き

③敷地の細分化を防止するなどの

建替えのルールづくり

④生垣等による緑の創出

⑤商店街と大型店舗の連携 など

地域の方々からの提案を踏まえたまちづくり基本計画に基づき、

ハード面とソフト面の施策について検討を進めています！

提案書の提出

基本計画の策定

地区の課題解決に向けて、地元の自治会や商店会等で組織

されたまちづくり協議会により、地域の方々の意見を踏まえ

た、まちづくりの提案書が平成30年に市へ提出されました。

まちづくり提案書の内容（一部抜粋）

地元からのまちづくりの提案を踏まえ、分倍河原駅周辺

地区の将来像を実現するため、協働によるまちづくりを目指

し、17の施策からなる分倍河原駅周辺地区まちづくり基本

計画を令和２年７月に策定しました。

ハード施策に係るもの…

①駅舎の改良

②溜まり空間の整備

③東西自由通路の整備

④南北自由通路の再整備

⑤分梅通りの改良

⑥市道4-139 号の改良 など

ソフト施策に係るもの…

①良好な商店街の形成

②良好な居住環境の保全

③まちづくりのルールづくり

④良好な景観の保全・活用

⑤溜まり空間を活用したにぎわい

創出 など

まちづくり基本計画の内容（一部抜粋）



具体的な取組みの検討・実施

令和９年度以降、まちづくり誘導計画を踏まえて、具体的な取組みを検討・実施

します！

検討会 オープンハウス アンケート調査

敷地の細分化を防止し、
ゆとりのある敷地規模を確保する

建物の色彩は、まちの景観に
配慮した落ち着いたものとする

まちづくり誘導計画とは、良好な居住環境や街並み形成を図るため、地区のまちづ

くりの目標や方針を定めるものです。

なお、権利制限はありません。

まちづくり誘導計画とは？

例

これまでの検討経緯と今後のスケジュール

分倍河原駅周辺地区まちづくり誘導計画素案

皆様からいただいたご意見を踏まえて、誘導計画の素案を取りまとめました！

本日ご紹介します！

令和元年度～４年度に、

北西側住宅区域と商店街区域

で、検討会を開催し、まちづ

くりの方向性に関する検討

及び意見交換を行いました。

策定に向けた手続き
令和7年度〜8年度にかけて、条例に基づく手続き（土地利用景観調整審査会での

報告や、公告・縦覧、意見書の受付）を行い、策定する予定です！

令和３年度～５年度に、

オープンハウスを開催し、

検討経過を周知するとともに

皆様から広くご意見をいただ

きました。

令和２年度～６年度にか

けて地区内の居住者、営業者

（権利者を含む）に、まちづ

くりの方向性に関する意向を

確認しました。

分倍河原駅周辺地区まちづくり誘導計画素案

検討経緯と今後のスケジュール等



【名称】分倍河原駅周辺地区まちづくり誘導計画

【位置及び区域】府中市片町二丁目、片町三丁目、分梅町一丁目、

美好町三丁目の各一部 面積は２１.７haとなります。

分倍河原駅周辺地区まちづくり誘導計画素案

区域や目標等と全体構成について

名
称
・
位
置
及
び
区
域
に
つ
い
て

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

また、用途地域や地区の特性を

踏まえ、以下のとおり商業系の地区
と住宅系の地区を設定します。

商業系
の地区

①商店街地区

②駅南側近隣商業地区

③旧甲州街道沿道近隣商業地区

住宅系
の地区

⑤中層住宅Ａ地区

⑥中層住宅B地区

④低層住宅地区

・当地区の位置付けや課題、及びまちづくりの必要性

・目指すべき目標（上記を踏まえた地区全体の目標）

○災害に強く、安心・安全なまち

○交通利便性の良さを生かした、生活利便性やにぎわいのあるまち

○歩行者が気持ちよく、安全に歩くことができるまち

○ゆとりのある、良好な居住環境が整ったまち

各まちづくり方針を踏まえて、具体的な項目として以下を記載します。

・土地利用に関する事項（地区ごとに記載）

・地区施設の配置及び整備に関する事項（施設ごとに記載）

・建築物及び工作物等に関する事項（地区ごとに記載）

土地利用や建築物及び工作物等に係る内容を地区ごとに次のパネルからご紹介します！

ま
ち
づ
く
り
方
針

目標を踏まえて、まちづくり方針として以下の項目を記載します。

○土地利用の方針（建物の用途や建物の高さなどに関する方向性）

○地区施設等の整備及び維持・保全の方針（道路、広場、公園などの整備や

維持・保全に関する方向性）

○建築物等の整備の方針（建築物や建築敷地のルールに関する方向性）

分倍河原駅

具
体
的
な
項
目



①商店街地区の内容

【まちづくりの方針】（地区施設の整備及び維持・保全の方針）

・商店街通りは、歩行者優先の通りとなるように、自転車の押し歩きの推奨や、
荷捌き車両の利用時間帯へ配慮を求める。

【土地利用に関する事項】

・周辺の就業者や地域住民等でにぎわう飲食店等の商業施設を中心としながら、地域住民等
の日常生活を支える身近な店舗等と調和したにぎわいのある土地利用を誘導する。

【建築物及び工作物等に関する事項】

・置き看板や自転車等が道路上にはみ出ないよう、店前空間の確保に努める。

分倍河原駅周辺地区まちづくり誘導計画素案

商業系の地区の主な内容

②駅南側近隣商業地区の内容

【まちづくりの方針】（地区施設の整備及び維持・保全の方針）

・南側駅前広場は、鉄道やバス等の乗換えの利便性向上のため、再整備する。

【土地利用に関する事項】

・駅と周辺部とのアクセス性に配慮するとともに、商店街地区等周辺部と連携しながら、
にぎわいを形成する等、地域拠点としてふさわしい土地利用を図る。

【建築物及び工作物等に関する事項】

・建築物の用途は、商店街地区等周辺部と連携し、にぎわいが形成される施設を基本とする。

・建築物等の形態・色彩等は、府中市景観計画の基準に沿い、良好な景観形成を図る。

③旧甲州街道沿道近隣商業地区の内容

【まちづくりの方針】（建築物等の整備方針）

・旧甲州街道の歴史的面影と調和した街並みが形成されるように、建築物等を誘導する。

【土地利用に関する事項】

・周辺居住者等の生活を支える身近な店舗等と共同住宅等の住宅が調和した土地利用を誘導する。

【建築物及び工作物等に関する事項】

・建築物の用途は、周囲の居住環境と調和のとれた施設とする。

・建築物の高さは、周囲に配慮した建物高さとなるように努める。

・緑豊かでゆとりのある環境を保全するため、適切な敷地規模を確保する。

・日照や通風・採光及び、プライバシー等の確保のため、適切な隣棟間隔とする。

・建築物の形態・色彩は、府中市景観計画の基準に沿い、良好な景観形成を図る。

・道路に面する塀等は、地震時等による倒壊の影響を最小限にするため、

基礎の部分を低くし、 上部を生け垣やフェンスとするよう配慮する。



④低層住宅地区の内容（※各地区共通事項は省略）

【土地利用に関する事項】

・戸建住宅を中心とした、緑豊かでゆとりのある良好な住宅地としての土地利用を
維持・保全する。

【建築物及び工作物等に関する事項】

・建築物の形態・色彩は、府中市景観計画の基準に沿い、良好な景観形成を図る。

分倍河原駅周辺地区まちづくり誘導計画素案

住宅系の地区の主な内容

⑤中層住宅A地区の内容（※各地区共通事項は省略）

【土地利用に関する事項】

・共同住宅や戸建住宅等を中心とした、緑豊かでゆとりのある住宅地としての土地利用を

維持・保全する。

【建築物及び工作物等に関する事項】

・建築物の高さは、周囲に配慮した建物高さとなるように努める。

⑥中層住宅B地区の内容（※各地区共通事項は省略）

【土地利用に関する事項】

・共同住宅や戸建住宅等を中心とした、緑豊かでゆとりのある住宅地と、

店舗や事務所等の施設が調和した土地利用を維持・保全する。

【建築物及び工作物等に関する事項

・建築物の形態・色彩は、府中市景観計画の基準に沿い、良好な景観形成を図る。

・建築物の用途は、周囲の居住環境と調和のとれた施設とする。

・建築物の高さは、周囲に配慮した建物高さとなるように努める。

【まちづくりの方針】（建築物等の整備方針）

・ゆとりある居住環境の保全や良好な景観形成、駅への動線及び

災害時の安全な避難動線の確保を目指し、建築物等を誘導する。

【建築物及び工作物等に関する事項】

・緑豊かでゆとりのある環境を保全するため、適切な敷地規模を確保する。

・日照や通風・採光及び、プライバシー等の確保のため、適切な隣棟間隔とする。

・道路に面する塀等は、地震時等による倒壊の影響を最小限にするため、

基礎の部分を低くし、上部を生け垣やフェンスとするよう配慮する。

各地区共通事項



事業計画の策定 （令和４年に鉄道事業者との基本協定の締結）

分倍河原駅周辺整備事業

地区の課題とこれまでの経緯

地区の課題

①

①駅前空間の不足

②歩行者・自転車空間の改善

②

③
③老朽化した南北こ線橋

これまでの経緯

【上位計画】
・府中市総合計画
・府中市都市計画マスタープラン
【関連計画】
・府中市緑の基本計画
・府中市景観計画 等

【まちづくり協議会より提出】

・分倍河原駅まちづくり提案書

府中市都市・地域交通戦略

【分倍河原駅周辺地区】

平成８年１０月
平成３０年１０月

平成３０年５月
令和６年１２月

分倍河原駅周辺地区まちづくり基本計画（令和２年７月）

昨年度修正を行いました。
この後のパネルでご説明します！

事業の実施
昨年度から今年度にかけ基本設計を行いました。

この後のパネルでご説明します！

②



商店街

⑥京王駅舎

⑥JR駅舎

②西側
溜まり空間

①北側
溜まり空間

③南側
駅前広場

⑤東西自由通路

④南北自由通路

B：生活軸

分倍河原駅周辺整備事業

整備方針
整備方針

※基本設計時点のイメージです。

①北側溜まり空間 ・駅とまちを快適につなぐ歩行者中心のにぎわいや集いの場

・緊急時には緊急車両の進入や一時的な避難場所として利用できる空間

②西側溜まり空間 ・前面道路が行き止まりのため、転回スペースを確保

③南側駅前広場 ・歩行者・車両の安全な通行空間を確保

・バス・タクシー・一般車・障害者の乗降などを考慮した配置

④南北自由通路 ・南北をつなぐ歩行者と自転車が共存できる動線

⑤東西自由通路 ・東西をつなぐ歩行者動線

⑥駅舎改良 ・溜まり空間や自由通路の整備に伴う駅舎の改良

【軸の考え方】

【各施設の考え方】

A：にぎわい軸 ・にぎわいの連続性が確保されるよう、買い物客等の歩行者が快適に楽しめ、

来訪者にも分かりやすい動線

・歩行者の安全に配慮し、歩行者と自転車が共存できる動線

B：生活軸 ・安全に利用できる道路・通路



分倍河原駅周辺整備事業基本設計の概要

駅周辺施設の計画①

①北側溜まり空間の平面計画

②西側溜まり空間・⑤東西自由通路の平面計画

エスカレーター
・幅６０ｃｍのエスカレーター
を西側・東側にそれぞれ上り
と下りの２基整備

エレベーター
・バリアフリー対応のエレベ
ーターを西側・東側にそれ
ぞれ１基整備

転回スペース
・前面道路が行き止まりのた
め、転回スペースを整備

西側溜まり空間
・地区北西側から東西自由通
路につながる空間を整備

東西自由通路
・京王線の上空を通る東西自
由通路は、有効幅員３.５ｍ
とし、自転車の通行は不可
・通路の屋根は膜構造を採用

北側溜まり空間との接続

・東西自由通路のエスカレーター

から駅改札口までフラットに整

備

・エレベーターから駅改札口ま

でスロープを整備



分倍河原駅周辺整備事業基本設計の概要

駅周辺施設の計画②

③南側駅前広場・④南北自由通路
の平面計画

自由通路
南北

※計画は基本設計時点でのものであり、今後変更の可能性がございます



⑥駅舎改良の平面計画

分倍河原駅周辺整備事業基本設計の概要

駅周辺施設の計画③と工程

駅周辺施設の工程

※基本設計段階における想定で、今後変更する場合があります。

令和７年度～９年度にかけて実施設計・用地取得を行い、
令和１０年度に着工する予定です！



市道４ー１４４号外１路線

市道４ー１３９号外１路線

その他施設の工程

分倍河原駅周辺整備事業基本設計の概要

その他施設の計画と工程

市道４ー１４４号外１路線は、
令和１１年度（２０２９年度）に

供用開始予定です！

※基本設計段階における想定で、今後変更する場合があります。

・歩行者の安全性確保、災害時における避難活動経路の確保等を図るため整備
・車両が通り抜けのできない現況幅員４ｍの道路を、幅員６.５ｍに拡幅整備
・北側の旧甲州街道までの道路ネットワークを形成

現況の様子

西側溜まり空間の整備イメージ

現況の様子

・歩行者空間の確保、自転車走行空間を確保するため整備
・歩道・車道がともに狭い、現況幅員７.５ｍの道路を
幅員１２ｍに拡幅整備（うち車道７ｍ、両側歩道２.５ｍ）

市道４ー１３９号外１路線は、
令和１２年度（２０３０年度）に

供用開始予定です！



府中市都市・地域交通戦略
【分倍河原駅周辺地区】の修正

①実施プログラムの年度の変更

②評価指標の検証・見直し

当地区が抱える交通に係る課題の解消に向けて、地元住民や交通事業者等の関係者と
の協働により、今後の駅周辺の市街地整備と連携して、戦略的に交通施策を推進する
ため、平成30（2018）年５月に府中市都市・地域交通戦略【分倍河原駅周辺地区】
（以下、交通戦略）を策定しました。
その後、交通戦略策定から５年以上が経過していることから、令和６年12月に交通

戦略を修正しました。修正のポイントは以下のとおりです。

・ステップ１（ハード整備を伴う

既存機能の拡充・再編）と、

ステップ２（大規模改修を伴う

新たな拠点の形成）の２つの

ステップにより、戦略的に施策

を推進しています。

・分倍河原駅周辺整備事業等の

進捗状況を踏まえ、ステップ1

を令和９年度までとし、

ステップ２を令和１０年度から

とし ました。

・事業の効果を検証するため、評価指標と

目標値を設定しています。

・各施策全体を補完する指標を追加する

ことにより、総合的にまちづくりへの

市民の評価を計測するため、

「まちの拠点整備に関する満足度」の

指標を追加しました。

・「歩行者と共存して、自転車が利用され

ている」という姿を自転車交通に係る

指標で計測するため、

「商店街の自転車交通量のうち、

押し歩きをしている自転車の比率」の

指標を追加しました。
※その他、各種データの時点更新を行いました。
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